








役員名簿 

 

                                                                         社会福祉法人浄念地福祉会 

 

    

 

 

 役 職 名 

 

 

  氏 名 

 

 

    住  所 

 

 

      就任年月 

  

 

   任期満了年月日 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

理  事 宮 地 最 勝      指宿市      Ｈ29.6.14 Ｈ31.定時評議員会終結時 

理  事 宮地美知子 指宿市          〃          〃 

理  事 宮 薗 尊 仁      指宿市          〃          〃 

理  事 濵 田 武 治      指宿市          〃          〃 

理  事 橋 口 俊 一      指宿市          〃          〃 

理  事 田 口 笑 子      指宿市          〃          〃 

監  事 西 山 豊 美      指宿市          〃          〃 

監  事 山下さゆり 指宿市          〃          〃 

評 議 員     瀧 常 子 南九州市          〃          〃 

評 議 員     佐 藤 昭 文      南九州市          〃          〃 

評 議 員     山 田 博 指宿市          〃          〃 

評 議 員     宮 原 満 指宿市          〃          〃 

                                                                                                    

  

                                                                                                    

   



 

 

役員及び評議員の報酬等に関する規程 

 

 

 

（目的及び意義） 

第 1条 この規程は、社会福祉法人浄念地福祉会（以下「この法人」という。）の定款第 8条及び第 21条の

規定に基づき、役員および評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定義等） 

第 2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

（1） 役員とは理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。 

（2） 常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。 

（3） 非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。 

（4） 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であっ

て、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分されるものとする。 

（5） 費用とは、職務遂行に伴い発生する経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。 

 

（報酬等の支給） 

第 3 条 定款第 8 条及び第 21 条に定めるとおり、常勤の理事に対してのみ報酬等を支給できることとし、

非常勤の役員及び評議員に対しての報酬等は無報酬とする。ただし、当面の間は常勤の理事に対しても

役員の地位にあることのみによっては支給しない。 

 

(費用) 

第 4 条 役員等の旅費については、法人の旅費規程により実費相当額を支給することができる。 

2 役員等が職務の遂行にあたって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。 

 

（公表） 

第 5 条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第 59 条の 2 第 1 項 2 号に定める報酬等の支給の基準

として公表する。 

 

（補則） 

第 6条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。 

（改廃） 

第 7条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。 

 

付則 この規程は平成２９年 ６月１４日より施行する。（平成 29年 6月 14 日 評議員会承認） 


